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議案第５４号 

 

   淡路市行政組織条例の一部を改正する条例制定の件    

 

 

 淡路市行政組織条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和７年１２月１日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市行政組織条例の一部を改正する条例    

 

 淡路市行政組織条例（平成１７年淡路市条例第９号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条第５号中「情報化の推進」を「デジタルトランスフォーメーション（Ｄ

Ｘ）の推進」に改める。 

 第５条中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

 (４) 市民の活躍及び交流に関すること。 

 第６条中第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、第２号を第３号とし、同

号の次に次の１号を加える。 

 (４) 後期高齢者医療に関すること。 

 第６条第１号の次に次の１号を加える。 

 (２) 子育て支援に関すること。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 



   淡路市行政組織条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

現        行 改   正   案 
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 （企画情報部の事務） 

第２条 企画情報部においては、次に掲げる事

務をつかさどる。 

 (１)～(４) (略) 

 (５) 情報化の推進に関すること。 

 

 (６) (略) 

 

 （市民生活部の事務） 

第５条 市民生活部においては、次に掲げる事

務をつかさどる。 

 (１)～(３) (略) 

 

 (４) (略) 

 （健康福祉部の事務） 

第６条 健康福祉部においては、次に掲げる事

務をつかさどる。 

 (１) (略) 

 

 (２) (略) 

  

 (３) (略) 

 (４) (略) 

 

 （企画情報部の事務） 

第２条 企画情報部においては、次に掲げる事

務をつかさどる。 

 (１)～(４) (略) 

 (５) デジタルトランスフォーメーション

（ＤＸ）の推進に関すること。 

 (６) (略) 

 

 （市民生活部の事務） 

第５条 市民生活部においては、次に掲げる事

務をつかさどる。 

 (１)～(３) (略) 

 (４) 市民の活躍及び交流に関すること。 

 (５) (略) 

 （健康福祉部の事務） 

第６条 健康福祉部においては、次に掲げる事

務をつかさどる。 

 (１) (略) 

 (２) 子育て支援に関すること。 

 (３) (略) 

 (４) 後期高齢者医療に関すること。 

 (５) (略) 

 (６) (略) 

 

 

 

 

   



- 3 - 
 

議案第５５号 

 

   淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関

する条例等の一部を改正する条例制定の件 

 

 淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例等

の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和７年１２月１日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関

する条例等の一部を改正する条例 

 

 （淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例  

の一部改正） 

第１条 淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する

条例（平成２６年淡路市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

  第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼保連携

型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第

２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、学

校教育法第２８条第２項において準用する認定こども園法第２７条の２第１項

各号）」に改める。 

 

 （淡路市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第２条 淡路市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年

淡路市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。 

  第１７条第２項を次のように改める。 

 ２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健

康診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は

第１３条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以下この項におい

て「健康診断等」という。）が行われた場合であって、当該健康診断等がそれぞ

れ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるとき
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は、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合

において、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等の

結果を把握しなければならない。 

児童相談所等における乳児又は幼

児（以下「乳幼児」という。）の利

用開始前の健康診断 

利用乳幼児に対する利用開始時の

健康診断 

乳幼児に対する健康診査 利用開始時の健康診断、定期の健

康診断又は臨時の健康診断 

  第２３条第２項中「修了した保育士」の右に「（兵庫県が法第１８条の２７第１

項に規定する認定地方公共団体（以下「認定地方公共団体」という。）である場合

には、保育士又は兵庫県の区域に係る法第１８条の２９に規定する地域限定保育

士（以下「地域限定保育士」という。））」を加える。 

  第２９条第１項、第３１条第１項、第４４条第１項及び第４７条第１項中「保

育士」の右に「（兵庫県が認定地方公共団体である場合には、保育士又は兵庫県の

区域に係る地域限定保育士。次項において同じ。）」を加える。 

 

 （淡路市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第３条 淡路市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例（令和７年

淡路市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。 

  第２２条第１項中「保育士」の右に「（兵庫県が法第１８条の２７第１項に規定

する認定地方公共団体である場合には、保育士又は兵庫県の区域に係る法第１８

条の２９に規定する地域限定保育士。以下この条において同じ。）」を加える。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



   淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例等

の一部を改正する条例新旧対照表 

   第１条による改正（淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の

基準に関する条例の一部改正） 

現        行 改   正   案 
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 （虐待等の禁止） 

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、教育・

保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第３

３条の１０各号に掲げる行為その他当該教

育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響

を与える行為をしてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （虐待等の禁止） 

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、教育・

保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第３

３条の１０第１項各号（幼保連携型認定こど

も園である特定教育・保育施設の職員にあっ

ては、認定こども園法第２７条の２第１項各

号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員

にあっては、学校教育法第２８条第２項にお

いて準用する認定こども園法第２７条の２第

１項各号）に掲げる行為その他当該教育・保

育給付認定子どもの心身に有害な影響を与え

る行為をしてはならない。 

 

 

 

 

 

   



   淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例等

の一部を改正する条例新旧対照表 

   第２条による改正（淡路市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例

の一部改正） 

現        行 改   正   案 
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 （虐待等の禁止） 

第１２条 家庭的保育事業者等の職員は、利用

乳幼児に対し、法第３３条の１０各号に掲げ

る行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な

影響を与える行為をしてはならない。 

  

 （利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第１７条 (略) 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかか

わらず、児童相談所等における乳児又は幼児

（以下「乳幼児」という。）の利用開始前の

健康診断が行われた場合であって、当該健康

診断が利用乳幼児に対する利用開始時の健康

診断の全部又は一部に相当すると認められる

ときは、利用開始時の健康診断の全部又は一

部を行わないことができる。この場合におい

て、家庭的保育事業者等は、児童相談所等に

おける乳幼児の利用開始前の健康診断の結果

を把握しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３・４ (略) 

 

 （職員） 

第２３条 (略) 

 

 （虐待等の禁止） 

第１２条 家庭的保育事業者等の職員は、利用

乳幼児に対し、法第３３条の１０第１項各号

に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に

有害な影響を与える行為をしてはならない。 

  

 （利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第１７条 (略) 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかか

わらず、次の表の左欄に掲げる健康診断又は

健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１

４１号）第１２条又は第１３条に規定する健

康診査をいう。同表において同じ。）（以下こ

の項において「健康診断等」という。）が行

われた場合であって、当該健康診断等がそれ

ぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は

一部に相当すると認められるときは、同欄に

掲げる健康診断の全部又は一部を行わないこ

とができる。この場合において、家庭的保育

事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲げる健

康診断等の結果を把握しなければならない。 

児童相談所等におけ

る乳児又は幼児（以

下「乳幼児」とい

う。）の利用開始前

の健康診断 

利用乳幼児に対する

利用開始時の健康診

断 

乳幼児に対する健康

診査 

利用開始時の健康診

断、定期の健康診断

又は臨時の健康診断 

３・４ (略) 

 

 （職員） 

第２３条 (略) 



   淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例等

の一部を改正する条例新旧対照表 

   第２条による改正（淡路市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例

の一部改正） 

現        行 改   正   案 
 

- 7 - 
 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号

に規定する家庭的保育者をいう。以下同

じ。）は、市長が行う研修（市長が指定する

都道府県知事その他の機関が行う研修を含

む。）を修了した保育士又は保育士と同等以

上の知識及び経験を有すると市長が認める者

であって、次の各号のいずれにも該当する者

とする。 

 

 

 

 

 

 (１)・(２) (略) 

３ (略) 

 

 （職員） 

第２９条 小規模保育事業所Ａ型には、保育士

、嘱託医及び調理員を置かなければならない

。ただし、次の各号のいずれかに該当する場

合には、調理員を置かないことができる。 

 

 

 

 (１)・(２) (略) 

２・３ (略) 

 

 （職員） 

第３１条 小規模保育事業Ｂ型を行う事業所

（以下「小規模保育事業所Ｂ型」という。）

には、保育士その他保育に従事する職員とし

て市長が行う研修（市長が指定する都道府県

知事その他の機関が行う研修を含む。）を修

了した者（以下次項において「保育従事者」

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号

に規定する家庭的保育者をいう。以下同

じ。）は、市長が行う研修（市長が指定する

都道府県知事その他の機関が行う研修を含

む。）を修了した保育士（兵庫県が法第１８

条の２７第１項に規定する認定地方公共団体

（以下「認定地方公共団体」という。）であ

る場合には、保育士又は兵庫県の区域に係る

法第１８条の２９に規定する地域限定保育士

（以下「地域限定保育士」という。））又は保

育士と同等以上の知識及び経験を有すると市

長が認める者であって、次の各号のいずれに

も該当する者とする。 

 (１)・(２) (略) 

３ (略) 

 

 （職員） 

第２９条 小規模保育事業所Ａ型には、保育士

（兵庫県が認定地方公共団体である場合に

は、保育士又は兵庫県の区域に係る地域限定

保育士。次項において同じ。）、嘱託医及び調

理員を置かなければならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当する場合には、調理員

を置かないことができる。 

 (１)・(２) (略) 

２・３ (略) 

 

 （職員） 

第３１条 小規模保育事業Ｂ型を行う事業所

（以下「小規模保育事業所Ｂ型」という。）

には、保育士（兵庫県が認定地方公共団体で

ある場合には、保育士又は兵庫県の区域に係

る地域限定保育士。次項において同じ。）そ

の他保育に従事する職員として市長が行う研



   淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例等

の一部を改正する条例新旧対照表 

   第２条による改正（淡路市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例

の一部改正） 

現        行 改   正   案 
 

- 8 - 
 

という。）、嘱託医及び調理員を置かなければ

ならない。ただし、次の各号のいずれかに該

当する場合には、調理員を置かないことがで

きる。 

  

 

 (１)・(２) (略) 

２・３ (略) 

 

 （職員） 

第４４条 保育所型事業所内保育事業所には、

保育士、嘱託医及び調理員を置かなければな

らない。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合には、調理員を置かないことができ

る。 

 

 

 (１)・(２) (略) 

２・３ (略) 

 

 （職員） 

第４７条 事業所内保育事業（利用定員が１９

人以下のものに限る。次条において「小規模

型事業所内保育事業」という。）を行う事業

所（以下この条及び次条において「小規模型

事業所内保育事業所」という。）には、保育

士その他保育に従事する職員として市長が行

う研修（市長が指定する都道府県知事その他

の機関が行う研修を含む。）を修了した者

（以下次項において「保育従事者」とい

う。）、嘱託医及び調理員を置かなければなら

ない。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る場合には、調理員を置かないことができ

る。 

修（市長が指定する都道府県知事その他の機

関が行う研修を含む。）を修了した者（以下

次項において「保育従事者」という。）、嘱託

医及び調理員を置かなければならない。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する場合に

は、調理員を置かないことができる。 

 (１)・(２) (略) 

２・３ (略) 

 

 （職員） 

第４４条 保育所型事業所内保育事業所には、

保育士（兵庫県が認定地方公共団体である場

合には、保育士又は兵庫県の区域に係る地域

限定保育士。次項において同じ。）、嘱託医及

び調理員を置かなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する場合には、調

理員を置かないことができる。 

 (１)・(２) (略) 

２・３ (略) 

 

 （職員） 

第４７条 事業所内保育事業（利用定員が１９

人以下のものに限る。次条において「小規模

型事業所内保育事業」という。）を行う事業

所（以下この条及び次条において「小規模型

事業所内保育事業所」という。）には、保育

士（兵庫県が認定地方公共団体である場合に

は、保育士又は兵庫県の区域に係る地域限定

保育士。次項において同じ。）その他保育に

従事する職員として市長が行う研修（市長が

指定する都道府県知事その他の機関が行う研

修を含む。）を修了した者（以下次項におい

て「保育従事者」という。）、嘱託医及び調理

員を置かなければならない。ただし、次の各



   淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例等

の一部を改正する条例新旧対照表 

   第２条による改正（淡路市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例

の一部改正） 

現        行 改   正   案 
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 (１)・(２) (略) 

２・３ (略) 

 

号のいずれかに該当する場合には、調理員を

置かないことができる。 

 (１)・(２) (略) 

２・３ (略) 

 

   



   淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例等

の一部を改正する条例新旧対照表 

   第３条による改正（淡路市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条

例の一部改正） 

現        行 改   正   案 
 

- 10 - 
 

 

 （虐待等の防止） 

第１３条 乳児等通園支援事業者の職員は、利

用乳幼児に対し、法第３３条の１０各号に掲

げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害

な影響を与える行為をしてはならない。 

  

 

 （職員） 

第２２条 一般型乳児等通園支援事業所には、

保育士その他乳児等通園支援に従事する職員

として市長が行う研修（市長が指定する都道

府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を

修了した者（以下この条において「乳児等通

園支援従事者」という。）を置かなければなら

ない。 

 

 

 

 

２・３ (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （虐待等の防止） 

第１３条 乳児等通園支援事業者の職員は、利

用乳幼児に対し、法第３３条の１０第１項各

号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身

に有害な影響を与える行為をしてはならな

い。 

 

 （職員） 

第２２条 一般型乳児等通園支援事業所には、

保育士（兵庫県が法第１８条の２７第１項に

規定する認定地方公共団体である場合には、

保育士又は兵庫県の区域に係る法第１８条の

２９に規定する地域限定保育士。以下この条

において同じ。）その他乳児等通園支援に従事

する職員として市長が行う研修（市長が指定

する都道府県知事その他の機関が行う研修を

含む。）を修了した者（以下この条において「乳

児等通園支援従事者」という。）を置かなけれ

ばならない。 

２・３ (略) 
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議案第５６号 

 

   淡路市生穂・佐野地域活性化施設の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例制定の件 

 

 淡路市生穂・佐野地域活性化施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

 

  令和７年１２月１日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市生穂・佐野地域活性化施設の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例 

 

 淡路市生穂・佐野地域活性化施設の設置及び管理に関する条例（令和５年淡路市

条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表中 

「 

野田尾地域滞在型市民農園施設 淡路市野田尾７３１番地 

                                    」 

を 

「 

野田尾地域滞在型市民農園施設（西の谷） 淡路市野田尾７３１番地 

野田尾地域滞在型市民農園施設（本村） 淡路市野田尾５５６番地３ 

                                    」 

に改める。 

第４条の表中 

「 

野田尾地域滞在型市民農園施設 滞在施設付農園 

農機具用倉庫 

                                    」 

を 

「 
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野田尾地域滞在型市民農園施設（西の谷） 滞在施設付農園 

農機具用倉庫 

野田尾地域滞在型市民農園施設（本村） 滞在施設付農園 

農機具用倉庫 

                                    」 

に改める。 

 別表中「野田尾地域滞在型市民農園施設」の右に「（西の谷・本村）」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例による改正後の淡路市生穂・佐野地域活性化施設の設置及び管理に関

する条例第２条に規定する野田尾地域滞在型市民農園施設（本村）に係る同条例

第６条第１項の許可その他当該滞在型市民農園施設の利用に関し必要な手続そ

の他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

 

 



   淡路市生穂・佐野地域活性化施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例新旧対照表 

 

現        行 改   正   案 
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 （名称及び位置） 

第２条 活性化施設の名称及び位置は、次のと

おりとする。 

名称 位置 

野田尾地域市民農園

交流施設 

淡路市野田尾６２７

番地５ 

野田尾地域滞在型市

民農園施設 

 

 

淡路市野田尾７３１

番地 

 

 

興隆寺地域滞在型市

民農園施設 

淡路市興隆寺３６０

番地 

興隆寺野営場 淡路市興隆寺１１５

番地１ 

 

 （施設） 

第４条 前条各号に掲げる業務を行うため、活

性化施設は、次の施設をもって構成する。 

区分 施設 

野田尾地域市民農園

交流施設 

管理事務所 

農水産物加工作業室 

調理室 

交流スペース 

野田尾地域滞在型市

民農園施設 

滞在施設付農園 

農機具用倉庫 

興隆寺地域滞在型市

民農園施設 

滞在施設付農園 

興隆寺野営場 管理棟 

サニタリー棟 

キャンプサイト 

 

 （名称及び位置） 

第２条 活性化施設の名称及び位置は、次のと

おりとする。 

名称 位置 

野田尾地域市民農園

交流施設 

淡路市野田尾６２７

番地５ 

野田尾地域滞在型市

民農園施設（西の谷） 

淡路市野田尾７３１

番地 

野田尾地域滞在型市

民農園施設（本村） 

淡路市野田尾５５６

番地３ 

興隆寺地域滞在型市

民農園施設 

淡路市興隆寺３６０

番地 

興隆寺野営場 淡路市興隆寺１１５

番地１ 

 

 （施設） 

第４条 前条各号に掲げる業務を行うため、活

性化施設は、次の施設をもって構成する。 

区分 施設 

野田尾地域市民農園

交流施設 

管理事務所 

農水産物加工作業室 

調理室 

交流スペース 

野田尾地域滞在型市

民農園施設（西の谷） 

滞在施設付農園 

農機具用倉庫 

野田尾地域滞在型市

民農園施設（本村） 

滞在施設付農園 

農機具用倉庫 

興隆寺地域滞在型市

民農園施設 

滞在施設付農園 

興隆寺野営場 管理棟 

サニタリー棟 

キャンプサイト 



   淡路市生穂・佐野地域活性化施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例新旧対照表 

 

現        行 改   正   案 
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別表（第１１条関係） 

(１) (略) 

(２) 野田尾地域滞在型市民農園施設 

 

区分 単位 使用料 

滞在施設付

農園 
１区画 年額 492,000円 

(３)・(４) (略) 

 

 

別表（第１１条関係） 

(１) (略) 

(２) 野田尾地域滞在型市民農園施設（西の谷・

本村） 

区分 単位 使用料 

滞在施設付

農園 
１区画 年額 492,000円 

(３)・(４) (略) 
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議案第５７号 

 

   淡路市北淡震災記念公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例制定の件 

 

 淡路市北淡震災記念公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

次のように定める。 

 

  令和７年１２月１日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第 号 

 

   淡路市北淡震災記念公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例 

 

 淡路市北淡震災記念公園の設置及び管理に関する条例（平成１７年淡路市条例第

２７号）の一部を次のように改正する。 

 第４条の２及び第４条の３第４号中「市長」を「教育委員会」に改める。 

 第５条第２項中「市長」を「教育委員会」に、「同項」を「前項」に改める。 

 第６条第２項中「市長」を「教育委員会」に改める。 

第８条第１項第２号中「規則」を「教育委員会規則」に改める。 

第９条第２項及び第３項、第１０条第２項及び第３項並びに第１１条中「市長」

を「教育委員会」に改める。 

第１５条中「規則」を「教育委員会規則」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、改正前の淡路市北淡震災記念公園の設置及

び管理に関する条例の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この条例

の相当規定によりなされたものとみなす。 

 （準備行為） 

３ この条例による改正後の淡路市北淡震災記念公園の設置及び管理に関する条

例の施行に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行

うことができる。 



   淡路市北淡震災記念公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

新旧対照表 

 

現        行 改   正   案 
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 （震災記念公園の管理） 

第４条の２ 震災記念公園の施設の管理は、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定により、法人その他の

団体であって市長が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に行わせるものとする。 

   

 （指定管理者の業務） 

第４条の３ (略) 

 (１)～(３) (略) 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、市長が別

に定める業務 

 （休館日） 

第５条 (略) 

２ 指定管理者は、特に必要があると認めると

きは、市長の承認を得て、同項の休館日以外

の日において臨時に休館し、又は休館日にお

いて臨時に開館することができる。 

 （利用時間） 

第６条 (略) 

２ 指定管理者は、必要があると認めるときは、

市長の承認を得て、利用時間を変更すること

ができる。 

 

 （利用の制限） 

第８条 指定管理者は、次の各号のいずれかに

該当するときは、許可に係る事項を変更し、

又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を

命ずることができる。 

 (１) (略) 

 (２) 利用者が、この条例又はこの条例に基

づく規則の規定に違反したとき。 

 

 (３)～(６) (略) 

  

 （震災記念公園の管理） 

第４条の２ 震災記念公園の施設の管理は、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定により、法人その他の

団体であって教育委員会が指定するもの（以

下「指定管理者」という。）に行わせるものと

する。 

 （指定管理者の業務） 

第４条の３ (略) 

 (１)～(３) (略) 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、教育委員

会が別に定める業務 

 （休館日） 

第５条 (略) 

２ 指定管理者は、特に必要があると認めると

きは、教育委員会の承認を得て、前項の休館

日以外の日において臨時に休館し、又は休館

日において臨時に開館することができる。 

 （利用時間） 

第６条 (略) 

２ 指定管理者は、必要があると認めるときは、

教育委員会の承認を得て、利用時間を変更す

ることができる。 

 

 （利用の制限） 

第８条 指定管理者は、次の各号のいずれかに

該当するときは、許可に係る事項を変更し、

又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を

命ずることができる。 

 (１) (略) 

 (２) 利用者が、この条例又はこの条例に基

づく教育委員会規則の規定に違反したと

き。 

 (３)～(６) (略) 



   淡路市北淡震災記念公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

新旧対照表 

 

現        行 改   正   案 
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２ (略) 

 （利用料金の納付） 

第９条 (略) 

２ 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定

管理者の収入として収受させるものとする。 

 

３ 利用料金の額は、別表第１に定める額の範

囲内において、指定管理者が市長の承認を得

て定めるものとする。利用料金の額を変更し

ようとするときも、同様とする。 

 （入館料） 

第１０条 (略) 

２ 市長は、指定管理者に入館料を当該指定管

理者の収入として収受させるものとする。 

 

３ 入館料の額は、別表第２に定める額の範囲

内において、指定管理者が市長の承認を得て

定めるものとする。入館料の額を変更しよう

とするときも、同様とする。 

 （利用料金等の減免） 

第１１条 指定管理者は、あらかじめ市長が定

める基準に従い、第９条の利用料金又は前条

の入館料を減額し、又は免除することができ

る。 

 

 （委任） 

第１５条 この条例に定めるもののほか、震災

記念公園の管理に関し必要な事項は、規則で

定める。 

２ (略) 

 （利用料金の納付） 

第９条 (略) 

２ 教育委員会は、指定管理者に利用料金を当

該指定管理者の収入として収受させるものと

する。 

３ 利用料金の額は、別表第１に定める額の範

囲内において、指定管理者が教育委員会の承

認を得て定めるものとする。利用料金の額を

変更しようとするときも、同様とする。 

 （入館料） 

第１０条 (略) 

２ 教育委員会は、指定管理者に入館料を当該

指定管理者の収入として収受させるものとす

る。 

３ 入館料の額は、別表第２に定める額の範囲

内において、指定管理者が教育委員会の承認

を得て定めるものとする。入館料の額を変更

しようとするときも、同様とする。 

 （利用料金等の減免） 

第１１条 指定管理者は、あらかじめ教育委員

会が定める基準に従い、第９条の利用料金又

は前条の入館料を減額し、又は免除すること

ができる。 

 

 （委任） 

第１５条 この条例に定めるもののほか、震災

記念公園の管理に関し必要な事項は、教育委

員規則で定める。 
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議案第５８号 

 

   淡路市立学校設置条例の一部を改正する条例制定の件    

 

 淡路市立学校設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和７年１２月１日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市立学校設置条例の一部を改正する条例    

 

 淡路市立学校設置条例（平成１７年淡路市条例第２２４号）の一部を次のように

改正する。 

 別表中 

「  

 
一宮小学校 

多賀小学校 

北山１６００番地 

多賀１０４番地 

                                    」 

を 

「  

 一宮小学校 北山１６００番地 

                                    」 

に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和９年４月１日から施行する。 

（淡路市立学校施設使用料条例の一部改正） 

２ 淡路市立学校施設使用料条例（平成２０年淡路市条例第５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表第２号の表中 

 「 

大町小学校   

 
１５０       － 

多賀小学校  

                                    」 
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 を 

 「 

  大町小学校  １５０       － 

                                    」 

 に改め、同表第４号の表中 

 「 

一宮小学校  １時間 

 

             １００ 

多賀小学校   

                                    」 

 を 

 「 

一宮小学校 １時間              １００ 

                                    」 

 に改める。 

 



   淡路市立学校設置条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

現        行 改   正   案 
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別表（第２条関係） 

 

学校の

種類 
名 称 位 置 

小学校 塩田小学校 塩尾430番地２ 

 志筑小学校 志筑1576番地 

 中田小学校 中田4390番地 

 津名東小学校 生穂2344番地 

 大町小学校 大町上461番地 

 石屋小学校 岩屋529番地１ 

 北淡小学校 浅野神田78番地 

 一宮小学校 北山1600番地 

 多賀小学校 多賀104番地 

 学習小学校 久留麻1724番地1 

 浦小学校 浦701番地 

中学校 津名中学校 

岩屋中学校 

北淡中学校 

一宮中学校 

東浦中学校 

大谷1003番地 

岩屋2875番地 

浅野神田114番地１ 

多賀145番地 

久留麻2600番地１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別表（第２条関係） 

 

学校の

種類 
名 称 位 置 

小学校 塩田小学校 塩尾430番地２ 

 志筑小学校 志筑1576番地 

 中田小学校 中田4390番地 

 津名東小学校 生穂2344番地 

 大町小学校 大町上461番地 

 石屋小学校 岩屋529番地１ 

 北淡小学校 浅野神田78番地 

 一宮小学校 北山1600番地 

   

 学習小学校 久留麻1724番地1 

 浦小学校 浦701番地 

中学校 津名中学校 

岩屋中学校 

北淡中学校 

一宮中学校 

東浦中学校 

大谷1003番地 

岩屋2875番地 

浅野神田114番地１ 

多賀145番地 

久留麻2600番地１ 
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別表（第３条関係） 

 

 (１) 運動場の使用料 

 

（略） 

 備考 (略) 

(２) 体育館の使用料 

  

 
区分 単位 

使用料  

 全面 半面  

   円 円  

 大町小学校  
150 ― 

 

 多賀小学校   

 塩田小学校     

 (略)  

 東浦中学校     

(３) 運動場の照明設備使用料 

 

（略） 

(４) 体育館の照明設備使用料 

  

 区分 単位 使用料  

   円  

 大町小学校    

 一宮小学校 １時間 100  

 多賀小学校    

 塩田小学校    

 (略)  

 東浦中学校    

 

 

 

別表（第３条関係） 

 

 (１) 運動場の使用料 

 

（略） 

 備考 (略) 

(２) 体育館の使用料 

  

 
区分 単位 

使用料  

 全面 半面  

   円 円  

 大町小学校     150    ―  

      

 塩田小学校     

 (略)  

 東浦中学校     

(３) 運動場の照明設備使用料 

 

（略） 

(４) 体育館の照明設備使用料 

  

 区分 単位 使用料  

   円  

 大町小学校    

 一宮小学校 １時間 100  

     

 塩田小学校    

 (略)  

 東浦中学校    

 

 

 



- 22 - 
 

議案第５９号 

 

   淡路市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例制定の件 

 

 淡路市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改

正する条例を次のように定める。 

 

  令和７年１２月１日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第 号 

 

   淡路市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の

一部を改正する条例 

 

 淡路市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６

年淡路市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条第３項第１号中「保育士」の右に「（兵庫県が法第１８条の２７第１

項に規定する認定地方公共団体である場合には、保育士又は兵庫県の区域に係る

法第１８条の２９に規定する地域限定保育士）」を加える。 

 第１２条中「法第３３条の１０各号」を「法第３３条の１０第１項各号」に改

める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 



淡路市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例新旧対照表 
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 （職員） 

第１０条 (略) 

２ (略) 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれか

に該当する者であって、都道府県知事又は地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の１９第１項の指定都市若しくは同法第

２５２条の２２第１項の中核市の長が行う研

修を修了したものでなければならない。 

 (１) 保育士の資格を有する者 

 

 

 

 

 (２)～(１０) (略) 

４・５ (略) 

 

 （虐待等の禁止） 

第１２条 放課後児童健全育成事業者の職員

は、利用者に対し、法第３３条の１０各号に

掲げる行為その他当該利用者の心身に有害な

影響を与える行為をしてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （職員） 

第１０条 (略) 

２ (略) 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれか

に該当する者であって、都道府県知事又は地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の１９第１項の指定都市若しくは同法第

２５２条の２２第１項の中核市の長が行う研

修を修了したものでなければならない。 

 (１) 保育士（兵庫県が法第１８条の２７第

１項に規定する認定地方公共団体である場

合には、保育士又は兵庫県の区域に係る法

第１８条の２９に規定する地域限定保育

士）の資格を有する者 

 (２)～(１０) (略) 

４・５ (略) 

 

 （虐待等の禁止） 

第１２条 放課後児童健全育成事業者の職員

は、利用者に対し、法第３３条の１０第１項

各号に掲げる行為その他当該利用者の心身に

有害な影響を与える行為をしてはならない。 
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議案第６０号 

 

   淡路市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例制定の件 

 

 淡路市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例を次のように

定める。 

 

  令和７年１２月１日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例 

 

 淡路市住民基本台帳カードの利用に関する条例（平成２１年淡路市条例第７号）

は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 



   淡路市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例新旧対照表 

 

現        行 改   正   案 
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   淡路市住民基本台帳カードの利用 

に関する条例 

平成２１年３月３０日 

条例第７号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、住民基本台帳法（昭和４

２年法律第８１号。以下「法」という。）第

３０条の４４第１２項の規定に基づき、同条

第１項に規定する住民基本台帳カード（以下

「住基カード」という。）の利用に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 個人情報 個人情報の保護に関する法

律（平成１５年法律第５７号）第２条第１

項に規定する個人情報をいう。 

(２) 避難者情報サービス 災害時におい

て、住基カードを利用することによって避

難者情報を登録し、当該情報の提供を受け

るサービスをいう。 

（利用の目的） 

第３条 法第３０条の４４第１２項の条例に規

定する目的は、避難者情報サービスを市民に

提供することとする。 

（利用申請等） 

第４条 住基カードの交付を受けている者は、

避難者情報サービスを利用しようとするとき

は、あらかじめ、当該住基カードを提示し、

市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、当該

申請をした者の住基カードに必要な情報を記

  

 （条例の廃止） 
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現        行 改   正   案 
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録するものとする。 

（利用の停止） 

第５条 前条第２項の情報を記録された者は、

避難者情報サービスの利用を停止しようとす

るときは、当該住基カードを提示し、市長に

申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、当該

申請をした者の住基カードから前条第２項に

規定する情報を削除するものとする。 

（個人情報の保護） 

第６条 市長は、避難者情報サービスを提供す

るに当たって、個人情報の漏えい、滅失、改

ざん及び損傷の防止その他の個人情報の適正

な管理のために必要な措置を講じなければな

らない。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、この条

例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

 （条例の廃止） 
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議案第６１号 

 

   淡路市仮屋漁港直売所の設置及び管理に関する条例を廃止する条例制

定の件 

 

 淡路市仮屋漁港直売所の設置及び管理に関する条例を廃止する条例を次のよう

に定める。 

 

  令和７年１２月１日提出 

淡路市長 戸 田  敦 大  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市仮屋漁港直売所の設置及び管理に関する条例を廃止する条例 

 

 淡路市仮屋漁港直売所の設置及び管理に関する条例（平成１７年淡路市条例第１

９０号）は、廃止する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に廃止前の淡路市仮屋漁港直売所の設置及び管理に関

する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の

例による。 
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   淡路市仮屋漁港直売所の設置及び管

理に関する条例 

平成１７年４月１日 

条例第１９０号 

 

 （設置） 

第１条 新鮮で良質な農水産物を提供することに

より、地域農水産業の振興を図るとともに、地

域間の交流を促進するため、淡路市仮屋漁港直

売所（以下「直売所」という。）を置く。 

 （位置） 

第２条 直売所の位置は、淡路市仮屋漁港内とす

る。 

 （業務） 

第３条 直売所は、その目的を達成するため、次

に掲げる業務を行う。 

 (１) 農水産物の提供に関すること。 

 (２) 地域農水産業に関する資料を収集し、保

管し、及び展示し、並びに市民の利用に供す

ること。 

 (３) 観光に関する資料を収集し、保管し、及

び展示し、並びに市民の利用に供すること。 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、直売所の目

的を達成するために必要な業務 

 （休館日） 

第４条 直売所の休館日は、１２月２９日から翌

年の１月３日までの日とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要が

あると認めるときは、同項に規定する休館日以

外の日において臨時に休館し、又は休館日にお

いて臨時に開館することができる。 

 （開館時間） 

第５条 直売所の開館時間は、午前９時から午後

５時までとする。ただし、市長が必要があると

  

 （条例の廃止） 
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認めるときは、開館時間を変更することができ

る。 

 （利用の許可） 

第６条 直売所の施設を利用しようとする者は、

あらかじめ市長の許可を受けなければならな

い。 

２ 市長は、前項の許可をする場合において、施

設の管理上必要な条件を付することができる。 

 （利用の制限） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当する

と認めるときは、施設の利用を許可しない。 

 (１) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれが

あるとき。 

 (２) 施設若しくはその附属設備を損傷し、又

は滅失するおそれがあるとき。 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、施設の管理

上支障があると認めるとき。 

 （利用許可の取消し等） 

第８条 市長は、第６条第１項の許可を受けた者

（以下「利用者」という。）が次の各号のいずれ

かに該当すると認めるときは、許可に係る利用

を停止し、又は許可を取り消すことができる。 

 (１) この条例又はこの条例に基づく規則の規

定に違反したとき。 

 (２) 偽りその他不正の手段により利用の許可

を受けたとき。 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、施設の管理

上支障があるとき。 

 （使用料） 

第９条 直売所の施設の使用料は、無料とする。 

 （原状回復の義務等） 

第１０条 直売所を利用する者は、その責めに帰

すべき理由によりその施設又は附属設備を滅失

し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、

又はこれに要する費用を負担しなければならな

 

 （条例の廃止） 
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い。ただし、市長が特別の理由があると認める

ときは、この限りでない。 

 （指定管理者による管理） 

第１１条 施設の管理は、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定

により、法人その他の団体であって市長が指定

するもの（以下「指定管理者」という。）に行わ

せるものとする。 

 （指定管理者による業務） 

第１２条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う

ものとする。 

 (１) 施設の維持管理に関する業務 

 (２) 第４条第１項の規定にかかわらず、施設

の管理上特に必要があると認めるときに、市

長の承認を得て、同項に規定する休館日以外

の日において臨時に休館し、又は休館日にお

いて臨時に開館すること。 

 (３) 第５条本文の規定にかかわらず、施設の

管理上必要があると認めるときに、市長の承

認を得て、開館時間を変更すること。 

 (４) 第６条第１項の規定により、許可をする

こと、及び同条第２項の規定により、許可に

条件を付すること。 

 (５) 第７条の規定により、同条第１号から第

３号までのいずれかに該当すると認めるとき

に、許可をしないこと。 

 (６) 第８条の規定により、同条第１号から第

３号までのいずれかに該当すると認めるとき

に、許可に係る利用を停止し、又は許可の全

部若しくは一部を取り消すこと。 

 (７) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に

定める業務 

 （委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、直売所

の管理に関して必要な事項は、規則で定める。 

 

 （条例の廃止） 
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